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精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを養育している方に、子どもの
福祉の増進を図ることを目的として支給します。支給には所得制限と支給要件が
あります。

年3回、4月、8月、11月に、対象児童の数と等級に応じて、4か月分をまとめて支給します。
・1級（重度障害）：月額5万2200円
・2級（中度障害）：月額3万4770円
※上記は平成31年4月からの手当額です。

お住まいの区の区役所健康福祉課（北神区役所・北須磨支所は保健福祉課）に、必要書類を添え
て請求手続きを行ってください。
区役所・支所の連絡先は、P.31をご確認ください。

指定の特別児童扶養手当認定診断書で行うことを原則とします（指定の診断書は、お住まいの
区役所の窓口に備えてあります）。なお、一部、診断書を省略し、障害者手帳又は療育手帳の写し
で判定できる場合もありますので、お住まいの区役所の窓口でおたずねください。

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする
20歳未満の子どもに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給します。
支給には所得制限と支給要件があります。

年4回、2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。
月額１万4790円
※上記は平成31年4月からの手当額です。

お住まいの区の区役所健康福祉課（北神区役所・北須磨支所は保健福祉課）にご相談ください。
区役所・支所の連絡先は、P.31をご確認ください。

概 要

支給内容

申請方法

障害の認定

概 要

支給内容

申請方法

1 特別児童扶養手当

経済的支援7

2 障害児福祉手当
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重度障害をお持ちの方が、健康保険証を使って医療機関を受診した際に支払う自
己負担額（保険診療）よりも、さらに低額な負担で医療機関を受診できるように、
医療費の全部または一部を負担します。

次のすべてにあてはまる方
（1）神戸市内にお住まいの方
（2）いずれかの健康保険に加入している方
（3）下記のいずれかの障害のある方

・身体障害者手帳１級または２級
・身体障害者手帳３級（内部障害のみの等級）（※1）
・療育手帳A判定（重度の知的障害）
・身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂ１判定（中度の知的障害）との重複障害
・精神障害者保健福祉手帳１級（※2）

（４）所得要件を満たす方
（５）生活保護、こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を受けていない方

医療機関の外来受診時や入院時の自己負担額（保険診療）の一部または全部を負担します。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）にご相談くだ
さい。
区役所・支所の連絡先は、P.31をご確認ください。

神戸市にお住まいの重症心身障害児（者）で、居宅における療養の必要から訪問看
護の利用をされる方に、その訪問看護にかかる費用の一部を助成します。

次のすべてに当てはまる方
（１）神戸市内にお住まいの方
（２）障害者手帳の肢体不自由１級かつ療育手帳A判定の方（それと同程度と神戸市長が認める方）
（３）対象者およびその者の属する世帯の他の世帯員の市民税（所得割）額が23万5000円未満の方
（４）医療保険の加入者

医療保険を利用したあとの対象者負担額から訪問看護にかかった金額の1割を除いた額を助成します。

お住まいの区の区役所健康福祉課（北神区役所・北須磨支所は保健福祉課）にご相談のうえ、申
請してください。一度申請いただくと、その後6月末までその資格は有効です。
区役所・支所の連絡先は、P.31をご確認ください。

5 重度障害者医療費助成
概 要

対象者

※1 「内部障害」とは
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能をいいます。
※2 精神障害者保健福祉手帳１級の要件による資格の場合、助成対象となる医療は一般診療のみ（精神疾患に

かかる医療は全て対象外）。

支給内容

6 在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業
概 要

対象者

支給内容

申請方法

医療費助成6
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心身に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする重度心身障害
者（児）を介護されている方の負担を軽くし、また障害者（児）の福祉向上のために
重度心身障害者介護手当を支給します。支給には所得制限と支給要件があります。

年4回、2月、5月、8月、11月に前々月までの3か月分をまとめて支給します。
月額1万円

手当を受けるには、お住まいの区の区役所健康福祉課（北神区役所・北須磨支所は保健福祉課）
にご相談ください。
区役所・支所の連絡先は、P.31をご確認ください。

� 重度心身障害児者介護手当
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ください。


